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表 12-3-1 
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表 12-3-2 

 

 

表 12-3-1 と表 12-3-2 より、以下のような解釈が可能です。 

「1 女性は男性を立てるべきだ・逆」は、50 歳代より年齢が下がるほど平均値が高く

なっています。「3 昇給・昇進など、職場で男女の処遇に違いがあるのは問題だ」につい

ては、おおむね年齢が下がるほど平均値が高くなっています。「2 母親は子どもが 3 才ぐ

らいまでは育児に専念することが望ましい・逆」、「5 知り合いの女性から夫のＤＶについ

て相談を受けた場合、ふたりできちんと話し合いをするように忠告したい・逆」、「6 男性

も積極的に育児休業をとるべきだ」、「8  女性は結婚する時、男性の姓を名乗るほうがよ

い・逆」については、60 歳代から 30 歳代まで年齢が下がるほど平均値は高くなっている

のですが、20 歳代、あるいは、10 歳代で平均値が低下している点は気になるところです。 

 

 上記の結果から、年齢が高い人よりも年齢が低い人の方が女性の人権意識は高い傾向が

あるものの年齢が下がるほど、女性の人権意識が高くなるとは言い切れません。 

 

 表 12-4-1 は、職種と女性の人権についての考え方との関連をみたものです。 

「4 ドメスティック・バイオレンス（DV）は振るう側にこそ問題がある」、「9  日本は、

まだまだ男女が平等な社会になっていないと思う」以外の 7 項目において、女性の人権に

ついての考え方に職種の違いがみられます。 

 表 12-4-2 は、表 12-4-1 で統計的な有意差が認められた項目について平均値を求めたも

のです。 
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表 12-4-1 
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表 12-4-2 

 

 

 表 12-4-1 と表 12-4-2 より、以下のような解釈が可能です。 

「1 女性は男性を立てるべきだ・逆」、「2 母親は子どもが 3 才ぐらいまでは育児に専

念することが望ましい・逆」、「8  女性は結婚する時、男性の姓を名乗るほうがよい・逆」

については、自営業、経営者・役員の人々が他の職種よりも平均値が低くなっています。

「2 母親は子どもが 3 才ぐらいまでは育児に専念することが望ましい・逆」については、

公務員・教員において他の職種よりも平均値が高くなっています。「3 昇給・昇進など、

職場で男女の処遇に違いがあるのは問題だ」については、学生が他の職種よりも平均値が

高くなっています。「5 知り合いの女性から夫の DV について相談を受けた場合、ふたり

できちんと話し合いをするように忠告したい・逆」についても職種と関連が見られ、経営

者・役員において平均値が低いことがわかります。「6 男性も積極的に育児休業を取るべ

きだ」では、学生、自由業、公務員・教員の平均値が高くなっています。「7 女性が「土

俵に上がれない」「祭りのみこしに乗れない、担げない」など女人禁制のしきたりがあるが、

伝統として尊重すべきだ・逆」では、自由業で平均値が低くなっています。 

ただ、いずれかの職種が女性の人権意識が高いと言えるのかという判断は困難です。 

 

 地区別の女性の人権についての考え方との関連をみたところ、表 12-5-1 の「6 男性も

積極的に育児休業をとるべきだ」という項目のみ地区の違いがみられました。 

 表 12-5-2 は、この項目について平均値を求めたものです。 
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表 12-5-1 

 
表 12-5-2 

 
 

 「6 男性も積極的に育児休業をとるべきだ」について、本庄地区、藍地区、フラワータ

ウン地区が、他の地区よりも平均値が幾分低い傾向が見られます。 

 この結果のみでは、地区と女性の人権意識の関連について結論づけはできません。 

 


